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事実上の第２波対応まとめ～データ編③【コロナ感染者の分布】

圏域 市町村 感染者数

宮崎市・東諸県郡圏域
計１２２人

宮崎市 １１３人

国富町 ９人

延岡市・西臼杵郡圏域
計５４人

延岡市 ５２人

高千穂町 ２人

日向市・東臼杵郡圏域
計２４人

日向市 １６人

門川町 ８人

都城市・北諸県郡圏域
計４８人

都城市 ４２人

三股町 ６人

西都市・児湯郡圏域
計９２人

西都市 ９人

高鍋町 ５０人

新富町 １２人

木城町 ５人

川南町 １５人

都農町 １人

小林市・えびの市・西諸県郡圏域
計１人

小林市 １人

県外 計４人 ４人

26.96人

10.49人

65.20人

10.87人
1.43人

10.76人 ０人

※圏域区分の色は最も厳しい状況を表示。現在は全域が緑圏域

○圏域毎ピーク時の人口１０万人当たりの感染者数 令和2年9月14日判明分まで
(21～365例目まで)

10歳
未満
2% 10代

10%
20代
11%

30代
15%40代

22%

50代
16%

60代
11%

70代
5%

80代
以上
8%

事実上の第２波対応まとめ～データ編④【年代別のコロナ感染者割合】

２０代から５０代が約２／３を占める。

令和2年9月14日判明分まで
(21～365例目まで)
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事実上の第２波対応まとめ～データ編⑤【コロナ感染別要因】

分類 件数

会食等 １１６

家族・親族 ８２

職場等 ８４

県外との往来・接触 ４４

不明 １９

合計 ３４５
会食等

34%

家族・親族
24%

職場等
24%

県外との往
来・接触

13%

不明
5%

会食等 家族・親族 職場等 県外との往来・接触 不明

令和2年9月14日判明分まで
(21～365例目まで)
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※７／２５時点※７／２２時点

感染状況が
厳しい圏域

※8／２時点

新規感染者が
限定的な圏域

★休業要請終了

県内各圏域の感染状況区分

県内全域における警報レベル

※８／６時点 ※８／1７時点

感染未確認地域

※9／29以降

事実上の第２波対応まとめ～データ編⑥【圏域区分と警報レベル】

7.26～

９.１～

９.１３～

９.２９～

７.２２～

７.２５～
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当初 5月25日現在 10月9日現在 圏域計

感染症指定医療機関 7 7 7

協力医療機関等 0 84 96

感染症指定医療機関 4 4 4

協力医療機関等 0 6 6

感染症指定医療機関 4 4 4

協力医療機関等 0 32 42

感染症指定医療機関 4 4 4

協力医療機関等 0 12 12

感染症指定医療機関 4 4 4

協力医療機関等 0 17 9

感染症指定医療機関 4 4 4

協力医療機関等 0 14 14

感染症指定医療機関 4 4 4

協力医療機関等 0 8 36

31 204 246 246

※入院病床数については、診療等の状況により変動する可能性がある。

※各圏域の病床数を超える患者が発生した場合は他の圏域で受け入れる。

日向入郷 18

延岡西臼杵 40

合計

都城北諸県 46

西　　諸 16

西都児湯 13

新型コロナウイルス感染症患者入院病床

宮崎東諸県 103

日南串間 10

15
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宮崎県の対応方針
１．基本的な考え方

（１）感染リスクはゼロにならないことを前提（コロナとともに生きていく）に、「感染拡大の防止」と「社会経
済活動の維持・再生」の両立を目指す。

（２）県内で圏域（二次医療圏単位（※１））ごとに、新規感染者などを目安にして、設定する３つの圏
域区分への該当性を判断して対応を示し（宮崎県独自）、県民に速やかな行動変容を促すことで、感染拡
大を早期に防ぎ、社会経済活動の抑制の長期化を防ぐ。
※１ ①延岡市・西臼杵郡圏域、②日向市・東臼杵郡圏域、③宮崎市・東諸県郡圏域、④西都市・児湯郡圏域、

⑤日南市・串間市圏域、⑥都城市・北諸県郡圏域、⑦小林市・えびの市・西諸県郡圏域
※２ 圏域ごとの状況は、迅速に県HPで公表

令和２年１０月１４日改訂

２．圏域ごとの感染状況と対応例
圏域ごとの感染状況の区分 対応例

区分 一例 県民の方の
圏域内の外出

県主催のイベント等
（※３） 県有の公の施設

（緑）感染未確認圏域 ・感染者の全ての濃厚接触者の健康観察期
間が終了し、新たな感染者が出ていない

○原則、自粛なし ○実施（別紙） ○開館

（黄）新規感染者が
限定的な圏域

・新規感染者が一定に収まっている ○状況に応じ、慎重に
（過去のクラスター発
生施設等に注意）

○状況に応じ、実施
（規模縮小を含む）

○状況に応じ、開
館（入場制限など
の利用制限）

（赤）感染状況が
厳しい圏域

・新規感染者の増加（直近１週間）
・感染経路不明の例が続発（直近１週間）
・感染集団（クラスター）の発生

○原則、自粛 ○原則、中止又は延
期

○原則、閉館又は
利用制限

※３ 入学式など、参加者が限定され、かつ日程の変更や中止が困難なものは、感染対策を徹底し、個別に開催を検討す
る。実施等する場合、高齢者や持病のある方など重症化リスクの高い方の参加に注意。実施等に当たり、感染対策の工
夫などについて県福祉保健部が相談に応じる。

更なる感染拡大の場合 県全域における
・新規感染者の急増（直近１週間）
・感染経路不明の例の急増（直近１週間）
・クラスターの続発
・入院病床稼働率の逼迫 等
（※４）

県独自の緊急事態宣言を発出し、圏域区分（赤)の対
応及びその他の必要な対応を県下全域で実施

３－２ 緊急事態宣言

県が感染拡大緊急警報又は緊急事態宣言の発出を総合的に判断する前に、宮崎県新型コロナウイルス感染症対策協
議会の意見を聞くものとする（意見を聞く協議会の開催等の一つの目安は直近１週間の新規感染者28人（人口10万人
あたり2.5人）以前）。

感染状況 対応例
感染拡大の場合 特定圏域における

・新規感染者の急増（直近１週間）
・濃厚接触者等の急増（直近１週間）
・感染経路不明の例が続発（直近１週間）
・クラスターの発生

・積極的疫学調査（徹底的なPCR検査）
・「対策徹底要請」
・「うつらない」「うつさない」ための行動変容の
お願い

緊急事態宣言の発出段階にはないが、特定の圏域において感染が続発する場合等に発令し、最大級の警戒をもって
徹底的な封じ込めのための措置を実施する。

３－１ 感染拡大緊急警報

３．全県下の感染状況と対応例

感染状況 対応例

21
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４．警報レベル

（１）県内について

（２）県外について
①感染注意地域（目安として、当該都道府県等において、直近１週間の新規感染者数が１０万人
あたり２．５人を超えた地域）：訪問する方は、感染防止に十分な注意を要請
②感染流行地域（目安として、当該都道府県等において、外出自粛要請などの対応が採られた地域
又は、直近１週間の新規感染者数が目安として１０万人あたり５人を超えた地域）：往来について
は、その必要性を十分に判断の上、慎重な行動を要請
※これらの地域表示に加え、必要に応じて、一定の都道府県等について、県民の方への往来自粛、
県外の方への来県自粛を要請

５．持続的な警戒態勢
・全ての事業者に対して、県が先行的に独自に示したガイドライン（改訂版）や業界の全国組織が示
した業種別ガイドラインを参考に、ガイドラインを作成・実践することを要請する。

・各施設・事業所で感染者が確認された場合、再発防止策の検証・徹底を要請する。
・クラスター発生施設等（接待を伴う飲食店、ライブハウス、カラオケ等）の場合は、その感染状況
に応じて、必要な範囲で同業種施設も含め営業自粛等を要請する（詳細は県と協議） 。

・県民に、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を促進する。
・高齢者、未就学児、障がい者（児）等が利用する社会福祉施設等（通所・短期入所等に限る）にお
いて、利用者及び職員に感染者が確認された場合、当該施設等に営業自粛等を要請する（詳細は県
と協議）。

６ その他
市町村・事業者等には、一律の要請は行わないが、県の方針を踏まえた対応を要請する。

７．適用
令和２年８月３１日付け宮崎県対応方針を改正し、令和２月１０月１４日からこの対応方針を適用

する。ただし、国の方針や感染の広がり、医療提供体制の逼迫状況等に応じ、適宜見直す。
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○貸付決定件数・金額実績（３月25日～10月 16日）

緊急小口資金 総合支援資金 合 計

5,564件 3,090件 8,654件件 数

1,004,960千円 1,979,160千円 2,984,120千円金 額

23
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今年度策定・改定を予定している主な計画についてⅡ
第４期宮崎県地域福祉支援計画

福祉保健課

１ 現在の取組状況と課題

【策定の背景】

・ 地域における福祉課題が複雑化・多様化し、複合的な支援を必要とする状況が

見られるようになる中、国においては、課題解決の基本コンセプトとして「地域

共生社会」の実現を掲げ、包括的な支援体制の整備を目指している。

・ 本計画は「社会福祉法 （昭和26年法律第45号）第108条に基づき定めているも」

、 、 、のであり 今年度末で現行の計画期間が満了することから 計画の見直しを行い

令和３年度からの第４期計画を策定するもの。

【県の取組】

・ 令和元年12月に「地域共生社会の実現」に向けた県民意識調査を実施

・ 令和２年９月にワーキングチーム会議、10月に策定委員会を開催（書面）

・ 令和２年10月に市町村の地域福祉担当者や社会福祉関係者向けのアンケート

調査を実施

【課題】

、・ アンケート調査で把握したニーズや複雑化・複合化する地域生活課題に対して

地域住民はもとより、福祉・保健・医療等の各分野の機関や団体、行政、社会福

祉協議会等が協働して取り組む必要がある。

・ 地域共生社会の実現に向け基本理念の普及や市町村の包括的な支援体制の整備

を支援していく必要がある。

２ 計画策定の方向性

・ 「宮崎県総合計画」の部門別計画であり、福祉分野の他の計画が共通して取り

組むべき事項を記載する「上位計画」として位置づけるとともに、福祉・保健・

医療の各分野の計画との一体的展開や連携を図る。

・ 地域共生社会の実現に向けて、市町村の地域福祉計画の達成に資するために、

各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項を一

体的に定める。

【取組の方向性】

（１）地域共生社会の実現に向けた体制づくり

・ 地域共生社会の意識醸成

・ 包括的な支援体制の整備

・ 住民参加で支える地域福祉活動の推進

（２）地域共生社会を支える多様な担い手づくり

・ 地域共生社会を支える人材の確保と資質の向上

・ 地域共生社会を支える担い手の育成

（３）ともに支え合い、助け合う地域づくり

・ 地域福祉の推進

・ 災害時における福祉的支援の充実

・ 利用者本位の福祉サービスの充実

25



３ 策定作業の進捗状況

令和元年 12月 「地域共生社会の実現」に向けた県民意識調査の実施

令和２年 ６月 常任委員会に報告（計画改定の説明）

９月 第１回宮崎県地域福祉支援計画策定委員会ワーキングチーム会議（計画概要）

10月 第１回宮崎県地域福祉支援計画策定委員会（計画概要）

市町村地域福祉担当者及び社会福祉関係者向けアンケートの実施

常任委員会に報告（計画概要）

11月 第２回宮崎県地域福祉支援計画策定委員会ワーキングチーム会議（計画素案）

第２回宮崎県地域福祉支援計画策定委員会（計画素案）

12月 常任委員会に報告（計画素案）

パブリック・コメントの実施

令和３年 １月 第３回宮崎県地域福祉支援計画策定委員会及びワーキングチーム会議（計画案）

３月 常任委員会で審議（計画案）

計画策定

26



第４期宮崎県自殺対策行動計画
福祉保健課

１ 現在の取組状況と課題

【策定の背景】

・ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、様々な社会的要因があること

が知られている。国においては、平成29年７月に新たな「自殺総合対策大綱」を

閣議決定し 「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指している。、

・ 本計画は 「自殺対策基本法 （平成18年法律第85号）第13条に基づき定めてい、 」

、 、 、るものであり 今年度末で現計画期間が満了することから 計画の見直しを行い

令和３年度からの第４期計画を策定するもの。

【県の取組】

・ 令和２年７月に宮崎県自殺対策推進協議会、宮崎県自殺対策本部会議の開催

・ 令和２年７月から８月にこころの健康に関する県民意識調査を実施

・ 令和２年10月に市町村・保健所等担当者会議を開催（３ブロックで開催）

【課題】

・ 自殺者数はここ数年減少傾向にあり、令和元年は190人と、ピーク時の平成19年

からは約52％減少しているが、多くの県民の尊い命が自殺により失われているこ

とに変わりはない。

・ 本県において自殺で命を絶たれる方を「ゼロ」とするため、引き続き、県、市

町村並びに医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関・団体が一体となり、生

きることの包括的な支援として、中長期的に自殺対策に取り組んでいく必要があ

る。

２ 計画策定の方向性

・ 総合的な自殺対策を効果的に推進するため、基盤の強化を図りながら、一次予

防（事前予防 、二次予防（自殺発生への危機対応 、三次予防（事後対応）の段） ）

階ごとに施策を展開する。

【取組の方向性】

（１）自殺対策を進めるための基盤の強化

・ 自殺対策に係るネットワークの構築・運営

・ 自殺の実態把握

・ 市町村支援や民間団体の活動支援

（２）一次予防（事前予防）

・ うつ病や自殺予防等に関する普及啓発

・ 様々な職種や分野の方々を対象にした人材養成

・ 地域の見守りや居場所づくり

（３）二次予防（自殺発生への危機対応）

・ ハイリスク者の早期発見・早期対応

・ 相談対応等による支援

（４）三次予防（事後対応）

・ 自殺未遂者の支援

・ 自死遺族の支援等
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３ 策定作業の進捗状況

令和２年 ６月 常任委員会に報告（計画改定の説明）

７月～８月 こころの健康に関する県民意識調査の実施

７月 第１回宮崎県自殺対策推進本部会議（計画概要）

第１回宮崎県自殺対策推進本部会議幹事会（計画概要）

第１回宮崎県自殺対策推進協議会（計画概要）

10月 市町村・保健所等担当者会議

常任委員会に報告（計画概要）

11月 第２回宮崎県自殺対策推進協議会（計画素案）

第２回宮崎県自殺対策推進本部会議幹事会（計画素案）

12月 常任委員会に報告（計画素案）

パブリック・コメントの実施

令和３年 １月 第３回宮崎県自殺対策推進協議会（計画案）

２月 第３回宮崎県自殺対策推進本部会議幹事会（計画案）

第２回宮崎県自殺対策推進本部会議（計画策定）

３月 常任委員会に報告（計画策定）

計画策定

28



Ⅲ 令和元年度児童相談所における児童虐待相談対応件数について    

                                                             こども家庭課 

１ 児童虐待に関する相談対応件数 

H２年度  H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 

   <126.4%> <96.4%> <132.4%> <88.3%> <180.0%> <121.4%> <141.6%> 

11  560 540 715 631 1,136 1,379 1,953 

（注）上段<  >内は、対前年度比である。 

  

 （参考）全国の虐待に関する相談対応件数 

H２年度  H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 

   <110.6%> <120.5%> <116.1%> <118.7%> <109.1%> <119.5%> 未公表 

1,101   73,802 88,931 103,286 122,575 133,778 159,838  

（注）上段<  >内は、対前年度比である。 

 

２ 虐待の経路別相談件数 

（注）上段（ ）内は、構成比である。３以下についても同様。 

 

 

 

 

 

 

（注）都道府県の「児童相談所」は、他の児童相談所から移管を受けたケースなど。 

都道府県の「その他」は、福祉事務所など。 

      市町村の「その他」は、町村役場の児童福祉担当課など。 

      学校等の「その他」は、幼稚園、教育委員会など。 

総数 

家  族 

虐待者本人 虐待者以外 
計 

父親 母親 その他 父親 母親 その他 

(100%) (0.1%) (2.2%) (0.2%) (1.4%) (1.1%) (1.7%) (6.7%) 

1,953 ２ 43 ４ 27 21 34 131 

親戚 
近隣 

知人 

児童 

本人 

児童 

委員 
警察等 

都道府県 市町村 

児童相

談所 
その他 

福祉事

務所 

保健セ

ンター 
その他 

(2.8%) (11.7%) (0.8%) (0.1%) (37.9%) (5.9%) (1.2%) (9.2%) (0.3%) (3.4%) 

55 229 15 １ 741 116 23 180 ５ 66 

保健所 
医療 

機関 

児童福祉施設等 学校等 

その他 
保育所 その他 学校 その他 

(0.0%) (1.4%) (0.8%) (0.4%) (12.9%) (0.9%) (3.8%) 

０ 27 15 ７ 251 17 74 
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３ 虐待の相談種別 

  総  数 身体的虐待 性的虐待 
保護の怠慢 

ないし拒否 
心理的虐待 

元年度 
(100.0%) (28.9%) (1.4%) (21.6%) (48.1%) 

1,953 564 28 421 940 

（参考） 

30 年度 

(100.0%) (23.4%) (1.3%) (18.3%) (57.1%) 

1,379 322 18 252 787 

（虐待の定義） 

身体的虐待：殴る、蹴る、タバコの火を押しつけるなど 

 性的虐待：子どもへの性的行為、性器や性交をみせるなど 

 保護の怠慢、拒否：食事の世話をしない、入浴させない、家に閉じこめるなど 

 心理的虐待：言葉によるおどし、兄弟との差別的取扱い、極端な無視、児童の目前でのＤＶなど 

 

 

４ 主な虐待者 

総  数 
父 母 

その他 
実  父 実父以外 実  母 実母以外 

(100.0%) (41.1%) (6.6%) (49.0%) (0.9%) (2.5%) 

1,953 803 128 957 17 48 

（注）「その他」は、祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母など 

 

 

５ 被虐待児童の年齢構成 

総  数 0～3歳未満 3 歳～6歳 7 歳～12 歳 13 歳～15歳 16 歳～18歳 

(100.0%) (19.6%) (27.7%) (35.2%) (12.2%) (5.3%) 

1,953 382 541 687 239 104 

 

 

６ 相談対応件数が増加した主な要因 

  児童虐待死亡事件の報道等による全国的な関心の高まりや、関係機関の積極的な対

応が相談に繋がったと考えられる。 
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